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件 名 電子マネ…を利用した架空請求詐欺の発生について

容内

函館市内において、電子マネーを利用 した特殊詐欺事件が発生 し

ました。

被害者 (50歳代男性)は、本年 7月 中旬、アダル トサイ トの
|

利用料の支払いを求めるメールを受け、表示された番号に電話 :

したところ、「有料動画閲覧の料金が払われていない、このま :

ま料金を支払わなければ法的手段に移行する。海外のサイ トに
|

もアクセスされ、海外からも請求がきている。」などと迫られ :

ました。                   ,    !
そのため、被害者は9月 上旬まで20数回にわたり、コンビニ :

エンスス トアでプリベイ ドカード式の電子マネーを購入し、利 |

用に必要なカー ド情報を電話で伝え、あわせて約500万 円だま
|

し取られました。                     |

◆電子マネーで支払わせる振り込め詐欺に注意 !!

サイ トの料金未納・退会手続料の支払いなどのメールが届き、
「電子マネー (プ リベイドカー ド)を購入し、カー ドに書いてあ

る番号を教えろ」と指示する詐欺が後を絶ちません。
通常、業者が直接に電子マネーのカー ド番号などを教えるよう要

求してくることはありません。
カー ド番号を教えることは、相手にカー ドの金額を渡すことと同

じです。

◆こんなメールを受信した場合は詐欺を疑いましょう
「料金が未納です」、「有料動画の閲覧履歴があります」
「裁判にします」、「身辺調査をします」
「～に当選しました」、「電子マネーを買ってきて」 など

◆被害に遭わないためには
・覚えのない請求等に簡単に返信したり連絡しない !

。他人から言われて電子マネー (プ リベイ ドカード)を購入した
り、カー ド番号等を伝えたりしない !

～少しでも不審に思つたら警察へ通報してください～


